
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年６月６日（日） １６時３０分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港 博多港西公園下防波堤灯台から真方位２８２°１,３

００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３６.５′ 東経１３０°２１.９′） 

事故調査の経過  平成２２年６月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

プレジャーモーターボート Ｅｔｅｒｎａｌ
エ タ ー ナ ル

一
いち

麦
ばく

、１８トン 

 ２３０－３１３１５福岡、社会福祉法人八千代会 

 １０.３５ｍ（Lr）×４.０９ｍ×２.３１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３２３.６２kＷ、平成４年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成９年７月１０日 

  免許証交付日 平成１９年６月１９日 

         （平成２４年７月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、プロペラ軸、プロペラ及び舵に曲損等 

 事故の経過  本船は、船長１人が乗り組み、友人８人を同乗させ、フライングブリッ

ジで船長が操船に当たり、博多港 鵜来
う ぐ

島北西方沖を速力約１６ノットで手

動操舵により西進していた。 

 船長は、左舷船首方の小型船が釣りを行っているのを見ていて、右舷方

の博多港鵜来島北灯浮標（以下「北灯浮標」という。）との距離を確認せ

ず、鵜来島北西方の浅所に向首していることに気付かずに航行し、平成２

２年６月６日１６時３０分ごろ、洗岩に乗り揚げ、これを乗り切って自航

できなくなり、漂流して同島周辺の干出岩で移動できなくなった。 

 船長及び同乗者は、船長が要請したマリーナの救助艇等により救助さ

れ、本船は、翌朝、救援を得て離礁し、マリーナにえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

 海象：波高 １ｍ未満、潮汐 ほぼ高潮時 

その他の事項  船長は、鵜来島付近を多数回航行しており、同島北西方に浅所があるこ

と、及び北灯浮標から同浅所までの距離を知っていた。また、ふだんは北

灯浮標からの距離を目測して航行していた。 

 本事故当時、本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約０.９ｍであった。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、鵜来島北西方沖を西進中、船長が、船

位の確認を適切に行わなかったことから、同島北

西方の浅所に向首していることに気付かずに航行

し、同島北西方の洗岩に乗り揚げたものと考えら

れる。 

 船長は、鵜来島北西方に浅所があること、及び

北灯浮標から同浅所までの距離を知っていたが、

左舷船首方の小型船を見ていて、右舷方の北灯浮

標との距離を確認するなど船位の確認を適切に行

わなかったものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、本船が鵜来島北西方沖を西進中、船長が、船位の確認を適切

に行わなかったため、同島北西方の浅所に向首していることに気付かずに

航行し、同島北西方の洗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 

 




